
（平成３０年５月１１日） 

「 戸 籍 謄 本 ・ 住 民 票 の 写 し 等 職 務 上 請 求 書 」 用 紙 の 

適正使用並びに管理等の徹底方について（お願い） 

－ 総 務 部 － 

「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」用紙（以下「職務上請求書」

という。）の取扱いにつきましては，これまでも繰り返し，適正かつ厳格な

使用及び管理等の徹底方をお願いしているところでありますが，平成２３

年１１月，平成２４年９月と相次いで，偽造した職務上請求書を使用して

戸籍謄本等の不正取得を行っていた司法書士・元弁護士等が逮捕され，

懲役又は罰金刑に処せられた外，平成２７年３月には，司法書士が職務上

請求書を使用して，５００通を超える戸籍謄本等を不正に取得したことに

より，業務禁止の処分を受けるという事件が発生しております。 

 こうした事態を重く見た東京都においては，毎年６月を「就職差別解消

促進月間」として，当会をはじめ，職務上の請求が認められている都内の

８士業団体に担当職員を派遣し，別紙のとおり，事件再発防止に向けての

注意喚起の要請文書の手交を行うとともに，差別解消に向けた，東京都に

おける各種事業等の，所属会員への周知方に関する依頼を行うという取り

組みがされております。 

 「職務上請求」制度とは，一部の専門資格職についてのみ「その職務

上，他人の戸籍謄本等を利用する場合が多く，また，法律によって職務

上知り得た事項の守秘義務が定められていることから，その請求を認め

てもプライバシーの侵害につながる恐れがないと考えられる」等の事情

が考慮された結果により許された，例外的な取扱いであります。 

 しかしながら，前述のような事件は有資格者自らが信頼を裏切り，制度

の趣旨を著しく踏みにじる行為であると言え，また，紛失・盗難等の事故

が繰り返されることは，資格者制度に対する社会的な信用を著しく失墜さ

せ，ひいてはこの例外的な制度の存続に重大な影響を及ぼし兼ねません。 

 会員各位におかれては，日頃から職務上請求用紙の適正な使用は言うま

でもなく，その管理・保管等にも十分慎重を期されているものと思います

が，今後とも，より一層のご留意を頂けますよう，改めてお願い致します。 



【別紙】
















